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「国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き」の送付について

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領について」（平成 22 年 3
月 31 日付け、国営管第 59 号、国営保第 11 号）別紙第３ ２．に規定する保全計画
の作成に資するため、別紙のとおり「国家機関の建築物等における保全計画作成の手
引き」を作成したので、参考のため送付します。

（別 紙）
国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き

第１ 目的及び保全計画の種類
1.1 目的
本手引きは、国家機関の建築物及びその附帯施設（以下「建築物等」という。）の

保全計画を作成するにあたり基本的な方針を示したもので、建築物等の保全を計画的
かつ効率的に実施し、長期耐用性の確保、ライフサイクルコストの低減等に積極的に
寄与することを目的とする。

1.2 保全計画の種類
本手引きでいう保全計画は、施設ごとに計画する次の２種類の計画をいう。
① 中長期保全計画
② 年度保全計画
第２ 保全計画の作成
2.1 中長期保全計画の作成
① 中長期保全計画の内容

中長期保全計画は、中長期的視野に立った予防保全計画の実施、建築物等の長寿
命化の促進及び効率的な予算執行と中長期的保全予算の推計に利用するため、建築
物等の状況に応じ、中長期的に保全の実施内容、予定年度、概算額を、部分毎に設
定し、全体を作成する。
なお、当該計画の作成が困難な場合、当分の間、施設区分、構造、階数、延床面

積及び建築年月などの基本情報に応じて、簡易的な中長期保全計画を作成し、これ
に替えることができるものとする。
② 中長期保全計画の見直し

中長期保全計画は、５年以内ごとに見直しを行うほか、大規模な修繕が行われた
後その他必要があるときは見直しを行う。
2.2 年度保全計画の作成
① 年度保全計画の内容

当年度の点検、確認、保守、清掃等及び中長期保全計画に基づき建築物の状況に
応じた修繕について、実施内容、実施時期、概算額等を記載した具体的な計画を作
成する。
② 年度保全計画の見直し

毎年度終了後、速やかに保全業務の実施状況を評価し、改善すべき内容を次年度
以降の年度保全計画に反映させる。
また、中長期保全計画の見直しを行ったときは、これに応じて年度保全計画についても

必要な見直しを行う。


